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ρ

農
地
自
治
管
理
謳

農

地

自

治

管

理

論

第
四
+
六
毬

三
二

第

一
號

三
二

入

木

芳

之

助

口

先
般

の
第
七
+
議
魯
に
提
出
さ
れ
審
議
未
了

に
経
つ
た
農
地
法
案
は
、
互
譲
相
助

の
精
神
に
則
2

、
自
作
地
の
創
設
と
農
地
の
使

用
牧
谷
關
係

の
調
整
と
を
岡
る
を
以
て
目
的
と
し
た
。
從

っ
て
農
地
法
案
は
、
そ
の
内
容

・
實
質
の
如
何
は
別
と
し
て
、
少
く
と
も

形
式
的
に
は
自
作
農
地
の
創
設
維
持
事
業
と
小
作
法
と
を
其

の
中
に
包
擬
し
、
両
者
相
互

の
有
機
的
聯
關

の
下
に
、
統

一
的
な
る
農

地
政
策

の
樹
立
を
期
せ
ん
と
せ
る
も
の
で
、
此

の
瓢
は
多
と
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

農
地
法
案

に
於

て
は
、
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
市
町
村
に
農
地
委
員
會
な
る
も
の
を
設
置
し
ザ、
、
自
作
地
の
創
設
維
持
、

農
地

の
使
用
牧
蓋
開
係
、
そ
の
他
農
地
に
聞
す
る
事
項
を
虞
現
せ
し
め
る
こ
と
Σ
な
っ
て
み
た
。
即
ち
こ
の
農
地
委
員
會
は
自
作
地

の
創
設
又
は
維
持
に
閲
す
る
斡
旋
、
農
地
の
費
却
に
聞
す
る
斡
旋
、
小
作
料
そ
の
他
小
作
條
件
の
改
訂
等
を
司
る
重
要
な
る
機
關
と

な
る
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
農
地
法
案
に
於
て
は
、
こ
の
重
要
な
る
農
地
委
員
會
の
組
織
及
び
機
能
等
に
聞
し
げ、
は
特
に
規
定
を
設

け
す
、
勅
令
を
以
て
之

を
定
め
る
こ
と
」
し
た
の
は
、
潰
憾
で
あ
っ
た
。
併

し
農
林
省
當
局

の
言
に
よ
れ
ば
、「
こ
の
農
地
委
員
會
は

全
然
新
し
い
も
の
で
は
な
く
、
従
来

の
自
作
農
創
設
維
持
施
設
に
件

ふ
て
設
置

せ
ら
れ

て
居

る
町
村
の
自
作
農
創
設
維
持
審
議
會
と

カ

從
來
村
に
存
在
し
て
居

る
小
作
委
員
會
と
を

一
緒

に
す
る
」
考

へ
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
前
者
の
審
議
會
は
自
作
農
創
設
に

1)拙 稿 、 現 下 の 土 地 問 題 と農 地 法 案(経 済 論 叢 、 第 四+四 巻 、 第 六 號)多 照 。

農 林 省 農 務 局 、 農 地 法 案 に裁 て(農 業 、 昭 和+二 年 四 月號)。2)



關
し
、
土
地
費
買
贋
格
そ
の
他
重
要
な
る
事
項
を
審
議
ナ
る
機
關
と
し
て
各
店
縣
に
設
置
さ
れ

て
る
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
の
小
作

委
員
會
は
地
主
及
び
小
作
人
の
各

々
か
ら
、
叉
は
之
に
加
ふ
る
に
自
作
農
そ
の
他

の
者

の
中
か
ら

一
定
激
又
は

一
定
比
率
の
代
表
者

を
選
出
し
、
此
等

㊨
代
表
者
を
以
て
組
織
す
る
も
の
で
、

一
定
匝
域
内
に
於
け
る
小
作
條
件
の
維
持
改
善
、
.即
ち
小
作
料
改
定
、
小

作
料
の
減
免
率
協
定
、
小
作
料
納
入
方
法
の
改
善
等
に
關
す
る
事
項
及
び
其

の
他
農
村
生
活
に
關
ナ
る
事
故
を
圓
淵

に
協
議
決
定
し

て
、
地
主

・
小
作
人
間
の
利
害
の
調
和
を
間
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
多
く
は
協
調
組
合
を
母
禮
と
し
て
み
る
。
こ
の

種

の
協
調
組
合
は
昭
和
九
年
末
に
於
卍、
二
千
二
百
十
九
組
合
に
達
し
て
み
る
が
、
併
し
斯
か
る
協
調
組
合
の
全
部
が
必
ず
し
も
右

の

如
き
組
織

の
小
作
委
員
會
を
持
つ
も
の
と
は
限

っ
て
み
な

い
。

農
地
法
案
に
於
て
は
、
農
地
委
員
魯

の
組
織
及
び
機
能
に
閲
し
て
は
直
接
こ
れ
を
規
定
せ
す
.
勅
令
を
以
て
定
め
る
こ
と

』
な
っ

て
み
た
か
ら
、
假
令
、
農
地
委
員
魯
と
し
て
、
從
來

の
自
作
農
創
設
維
持
審
議
會
と
小
作
委
員
愈

と
を
併
せ
採
拝
す
る
場
合
に
於
て

も
、
農
林
省
営
局
が
之
に
針
し
果
し
て
如
何
な
る
組
織
と
機
能
と
を
附
興
す

る
意
圖
で
あ
っ
た
か
は
、
全
く
不
明
で
あ

る
。

惟
う
に
国
家
が
農
地
法

の
如
き
農
地
政
策
を
樹
立
し
、
之
を
實
施
す
る
場
合
に
當
ワ
て
は
、
直
接
に
俗
材
々
の
個

々
の
地
主
蚊
に

農
民
を
政
策

の
対
象
と
す

る
こ
と
は
至
難
で
あ
る
。
蓋
し
農
地
政
策

の
対
象
た
る
地
主
及
び
農
民
の
激
が
極
め
て
多
数
に
上
る
う

へ

に
、
調
整
す
べ
き
小
作
關
係
も
ま
た
村

々
に
よ
り
、
そ
れ
ん
＼
多
少
そ
の
事
情
を
異

に
す

る
か
ら
で
あ
る
。
從

っ
て
国
家
の
樹
立
し

た
る
農
地
政
策
を
實
施
す
る
場
合
に
於
て
は
、
こ
の
農
地
政
策
に
準
嫁
し
て
、
自
作
農
地
の
創
設
拉
に
維
持
に
閲
す
る
斡
旋
、
小
作

料
そ
の
他
小
作
條
件

の
改
訂
等
を
司
る
機
關
を
各
村

々
に
設
置
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

.

こ
の
場
合
、
右
機
關
の
母
艦
と
し
て
、
先
づ
各
町
村
、
又
は
部
落

の
地
主
及
び
農
民
を
以
て
、
各
町
村
又
は
各
部
落
を
歴
域
と
す

農
地
自
治
管
理
論

策
四
千
六
巻

三
三

第

一
號

三
三



農
地
自
治
管
理
論

策
四
十
六
巻

三
四

第

一
號

三
四

る
法
人
た

る
農

地
自

治
管
理
組
合

を
組
織

せ
し
め

、
或

る
程
度
ま

で
町
村
又
は
部
落

の
農

地
を
自
治
的

に
管

理
せ
し
め
る
方
法
を
と

る
こ
と
を
提
唱

し
た

い
。

そ
れ
は
恰

も
米
穀
統
制

法
を
補

強
す

る
に
、
米
穀
自

治
管
理
法

に
よ

る
町
村

の
米
穀
統

制
組
合

を
以
て
す

る
が
如

く
で
あ

る
。
併

し
な
が
ら
農

地
政
策

に
閲

し
て
は
、
米
穀
統
制

法
に
相
賞
す

る
農

地
法
叉
は
其

の
他

の
根
本
法
が
禾
だ
制
定

さ
れ

る
に
至

っ
て
み
な

い
。
從

っ
て
藪
で
は
自
由

な

る
立
場

か
ら

、
農

地
問
題
解
決

の

「
方

法
と
し

て
、
濃

地
白
沽
管
理
組
合

の
設

置
を
提

唱
し
、
以
下

こ
の
組
合

の
と

る
べ
き
組
織

虹
に
共

の
行

ふ
べ
き
機
能

に
就

い
て
若
干

の
私
見
を
披
瀝

し
よ
う
と
思

ふ
。

闘
圓

農
地
自
治
管
理
組
合
の
組
合
口封
た
る
資
格
を
有
す
る
者

と
し
て
は
、

(イ
)
組
合
の
隔
域
内
に
於
て
耕
地
を
所
治
す
る
者
(地
主
)
。

但
し
組
合
の
匠
域
外
に
居
住
す
る
地
主
に
し
て
、
組
合
の
随
域
内
に
耕
地
を
所
有
す
る
と
き
は
之
を
組
A口員

と
す
る
。
(
ロ
)
組
合

の

囁
域
内
に
於
て
耕
地
を
賃
借
耕
作
す
る
者
(小
作
農
)。

(
ハ
)
組
合

の
匠
域
内
に
居
住
す
る
自
作
農
。

純
自
作
農
は
耕
地
の
貸
借
に
は

直
接
關
係
は
な
い
が
、
以
下
述

べ
る
組
合
の
諸
事
業
を
圓
滑
に
逮
行
ず
る
た
め
に
、
之
を
組
合
に
加
入
せ
し
め
る
こ
と
が
便
宜
で
あ

る
。
從
っ
て
農
地
自
治
管
理
組
合
の
組
合
員
は
、
原
則
と
し
て
地
主
、
自
作
農
、
自
作
兼
小
作
農
及
び
小
作
農
と
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
農
地
自
治
管
理
組
合
は
、
そ
の
本
質
上
、
地
主
、
自
作
農
、
自
作
兼
小
作
農
及
び
小
作
農
を
包
含
す
る
協
調
的
組
合
た
る
べ

ぎ
で
あ
る
か
ら
、
地
主
階
級
ま
た
は
小
作
人
階
級

の
階
級
的
利
益

の
み
を
追
求
す
る
も
の
で
は
な
い
。
即
ち
絶
対
的
な
る
小
作
農

の

利
益
追
求
擬
闘
で
も
な
く
、
ま
た
絶
封
的
な
る
地
主
の
擁
護
機
關
で
も
な
い
。
寧
ろ
農
地
自
治
管
理
組
合
は
、
杢
村

一
艦

の
精
神

に

基
き
、
超
階
級
的
な
る
第
三
者
の
立
場
に
立
っ
て
、
組
合
匠
域
内
の
農
地
を
自
治
的
に
管
理
し
、
從

っ
て
地
主

・
小
作
両
者
に
封

し

成

る
黙
に
於
て
は
共

の
利
益
を
岡
り
、
或
る
鮎
に
於
て
は
共
の
放
恣
を
警
め
て
、
爾
著
聞
に
於
け

る
利
害
の
調
和
を
圖
る
べ
ぎ
も

の



と
す

る
。

.

農

地
自
治
管

理
組
合

は
超
階
級
的

な

る
第

三
者

の
立
場

か
ら

、
地
主

・
小
作

人
聞

の
問
題
を
公
正

に
解
決
す

べ
き

で
あ

る
か
ら
、

先
づ
組
合
員
総
會

で
組
合
長

及
び
副
組
合

長
そ

の
他
組
合

役
員
を
選
離

し

て
組
合
事
務

を
虎
現

せ
し
め

る
。

こ
の
外

に
各
組
合
に
は

農
地
委
員
八曾
を
設
置

す
べ
ぎ

で
あ

る
。

こ
の
農
地
委
員
會

は
組
合

員
た

る
地
主

、
肉
作
農

及
び
小
作
農

か
ら
夫

々
同
数

(
}.…名
乃
至
五

指
)
づ

、
互
選

さ
れ

た
委
員
を
以

て
組
織

す

る
。

こ
a
委
員
會

は
自
作
地

の
創

設
又
は
維
持

に
閲

す

る
斡
旋

、
農
地

の
費
却

に
聞

す

る
斡
旋

を
な
し

、
ま
た
小
作
料

の
改
訂

、
減

牧

の
場

合
に
於
け

る
小
作
料

の
減

免
査

定
等

の
事
項
を
審
議
決
定
し
、
併

せ
て

一
般

の

組
合
事

務

に
閲

し
、
組
合
長

の
諮
問

に
態
す

る
も

の
と
す

る
。

こ
の
農

地
自

治
管
理
組
合

は
超
階

級
的
な

る
第

三
者

の
止
揚

に
於

て
、
地
生

・
小
作

人

の
協
調
を
保
ち
な

が
ら

、
組
合
嚇
域
内

の

農
地
を
自

治
的

に
管

理
す

る
こ
と
を
門
標
と
す

る
も

の
で
あ
る
か
ら

、
組
合

は
左
記

の
諸
事
業
を
行

ふ
も

の
と
す

る
。

ω
耕

地

の
管

理
、
②

小
作

地
の
斡

旋

、
圖
.小
作

料

の
改
訂

、
園
減
牧

の
場
合

に
於
け

る
小
作
料

の
減

免
査
定

、
耐
耕

地

の
交
換
分

合
、
㈲
自
作
曲茂
地

の
創
設
維
持

、
の
北
ハ
の
他

の
車
霊
薬
で
あ
る
。

以
下
此
等

の
組
合

の
諸
事

業

に
つ
き
若
干

の
考
察
を
加

へ
よ
う
。

三

一
、
耕
地

の
管

理

農

地
白
治
管

理
組
合

を
設
立
す

る
と
き
は
、
耕

地
を
所
有
す

る
組
合
員

は
組
合
協
域

内
に
於
け

る
其

の
所
有

耕
地
を
総

て
組

合

に
提
供

し

て
、
共

の
管

坦
を
組
合

に
委

託
し
、
組
合

は
更

に
共

の
管

理
す

る
耕

地
を
組
合
員
た

る
小
作
者

に
小
作

せ
し
め

る
も

の
と
す

る
。
即

ち
此
の
場
合

に
は
、
從
來

の
地
主
樹
小
作

人
の
直
接

的
な

る
賃
貸
借
關
係

の
間

に
、
農

地
自

治
管
理
組

膿
胸
　自
治
管
理
弥調

第
四
十
六
巻

三
五

笛
泥
「
號

三
五
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合
と

い
ふ
團

艦
が
耕

地

の
管

理
者

と
し
て
介
入
す

る
こ
と

」
な

る
。
而

し
て
組
合
は
、
組
合
員
た

る
地
主

の
提
供

し
た

る
耕

地

の
管

理
棲

に
基

い
て
、
耕

地

の
利

用
者

及
び
耕
作
者
よ
り
納
付

す

べ
き
小
作
料

を
公
正
に
決
定
す

る
。

か
く

て
從
來

の
地
主
封
小
作

人

の

直
接

的
な

る
小
作
料
納
付
關
係
が

、

一
方

に
於

て
は
小
作
人
謝
組
合

の
小
作
料
支
携
關
係

と
な
り

、
他
方

に
於

て
は
地
主
封
組

合

の

小
作
料
受

取
關
係
と
な

る
。

こ
の
場

合
、
組
合
は
第

三
者

の
立
場

に
立

っ
て
、
小
作
條
件

の
改
正
、
其

の
他
凡

て
に
亙

っ
て
公

李
な

る
庭
置

を
採
り
得

る
か
ら

、
毎
年

の
小
作
料

の
牧

納
が
圓
煽

に
行

は
れ

、
地
主
封
小
作

人

の
親
善

融
和
と
農
村
部
落

の
耶

和
と
を
招

k

ノ"謡
も
,』
つ
唱
辱
旨つ
5
0

翫づ
ヒ
そ

"イ
～
.σ
r一
.髄d
隙'.

現
下

の
我
国

に
於
け

る
農

地
問
題

の
解
決
策

と
し

て
は
、
自
作
農
創
設
事
業

を
徹

底
的

に
断
行
し

て
、
地
主
と
小
作
人
と

の
対
立

を
無

く
す
る

こ
と
が
最

上

の
策

で
あ
ら
う

。
併

し
之
を
行

ふ
た

め
に
要

す

る
國
家

の
財
政
的
負
捲

の
瓢
よ
り
考

ふ
れ

ば
、
現
下

の
情

勢

に
於

て
共

の
急
速
な

る
實
現
は
之
を
望

む

こ
と
を
得

な

い
。
從

っ
て
現
存

の
小
作
農

は
、
依
然
小
作
農

と
し

て
存
続

す
る
で
あ
ら

う
ゆ
從

っ
て
小
作

人

の
地
位

を
確
保
す

る
た
め

、
小
作

法
を
制
定
し

て
共

の
耕
作
構

を
確
立
す

る
こ
と
が
要
求
さ
れ

る
。
け
れ

ど
も

我
國

の
農
村

に
於
け

る
が
如
ぐ

、
耕
地

に
比
し

て
之

を
耕
作

せ
ん
と
熱

望
す

る
農
民

の
過
多
な
る
虞

で
は

、
耕
作
構

の
確

立

に
件

ふ

て
・、
必
然
的

に
耕
作
襟

に
償
格
が
獲
生
す

る
こ
と

」
な
る
。
然

か
も
耕
作

樺
を
張
力
な

る
も

の
と
す
れ

ば
す

る
程

、
耕
作
標

の
債
格

は
昂
騰
す

る
こ
と

」
な
る
を
発
れ

な

い
で
あ
ら
う
。
か
く

て
耕
作
構
が
第

二
の
土
地
所
有
椹

と
な

っ
て
、
將
來

の
新

小
作
者

に
封
ず

る
重
き
負
搭

と
な
ら
ざ

る
を
得
な

い
。

こ
れ
個
人
主
義

的
な
る
土
地
所

有
棲

に
封
鷹

し

て
、
個
人
主
義
的

な
る
耕

作
樺

を
確
立

す
る

限
り

、
…免
れ
得

な

い
當
然

の
蹄

結
で
あ
る
。

然

る

に
之

に
反
し
、
農

地
自

治
管

理
組
合

に
於

て
は
、
團
禮

主
義

的
な

る
組
合

の
耕

地
管
理
槽

を
狽
化
す

る
方

向

に
進
む
も

の
で



あ
る
。
而
し

て
此

の
場

合
、
組
合
員

た

る
耕
作
者
は
組
合
員

た
る
資
格

に
於

て
、
組
合

と
の
間
に
耕
地

の
利

用
關
係
を
締
結

す

る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
組
合
員

の
耕
作
棲

は
必
ず

し
も
之
を
物
棲
的

に
確
定

し

て
置
く

必
要
は
な

い
。
即
ち
組

合

の
耕

地
管
理
権

さ

へ
確

立

さ
れ

て
る
る
限
り
、
組
合
員

は
安

ん
じ

て
耕
作

に
従
事
し
得

る
も

の
で
あ
る
。
而
し

て
組
合
は
其

の
管

理
す

る
耕

地

の
利
用

に
關

し

て
は
、
組
合
員

間

に
無
質
で
斡
旋
す

る
も
の
で
あ

る
か
ら

、
個

人
主
義

的
な

る
耕
作
櫻
確
立

の
場
合

に
於
け

る
が
如
く
、
將
來

の

小
作
者

に
射

し
て
重

い
負
憺
を
課
す

る
こ
と
に
は
な
ら
な

い
。

農

地
自

治
管
理
組
合
は
組
合
員

た
る
地
主
よ
り
耕

地
を
借
り
受

け
、
更

に
之
を
組
合
員

た
る
小
作
者

に
賃
貸
す

る
も

の
で
あ
る
か

ら

.
組
合

が
組
合
員

た
る
小
作

者

に
耕

地
を
賃
貸
す

る
期
間

は
、
組
合

が
組
合
員

た
る
地
主
よ
り
耕
地
を
賃
借

す

る
期
間
に
照
慮
す

る
こ
と
L
な

る
。

こ
の
場
合

.
組
合
は
第

三
者

の
立
場

に
立

っ
て
、
小
陰
料

を
公
正
に
決
定

し
,
凶
作
年

に
於
け

る
減
飛
車

鷺
公
正

に
査
定

し
、
小
作
料

は
之
を
組

合

に
於

ず、
取
纏

め
て
地
主

へ
納
付

す

る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
地
主

・
小
作
人
両
者

に
と

っ
て
極
め

て

好
都
合
な

る
組
織

で
あ

る
。
彼

っ
て
組
合

の
耕

地
管

理
期
間

は
な

る
べ
く
之
を
長
期

と
す

る
こ
と
が
地
主

・
小
作
人
両
者

に
と
っ
て

好
都

合

で
あ
り
、

ま
た
耕

地
改
良

の
上

か
ら
も

必
要

で
あ

る
か
ら
、

組
合
封
地
圭

の
耕

地

賃
貸
借
期
間
は
な

る
べ
く
之
を
長
期
と

し
、
契
約

期
間
満

了
後

も
原
則

と
し
て
共

の
契
約
を
更
新
す

べ
き
で
あ

る
。
ま

た
組
合
封
小
作
者

の
契
約
關
係

も
之

に
照
懸

せ
し
む

べ
き
は
勿
論

で
あ
る
。
併

し
地
主

の
有

す
る
耕
地

の
塵

分
構

能
ま
で
も
之
を
組
合

に
移
す

こ
と
は
、
今
日

の
法
制
上
許

さ
れ
な

い
か

ら
、
耕

地
を
提
供

せ
る
組
合
員

た

る
地
主
が
、
其

の
所
有
耕

地
を
他

に
費
卸

せ
ん

と
す

る
場
合

に
は
、
組
合

に
之
が
先
買
槽
を
認
め

て
、
組
合

を
し
て
自
作

農
創
設
事
業
を
も
行

は
し
む

べ
き
で
あ
る
。
こ

の
鮎

に
就

い
て
は
爾

ほ
後

に
論
ず

る
。

二
、
小
作
地

の
斡
旋

地
主
及
び
耕
作
者

の
農
地
自
治
管

理
組

合

へ
の
加
入
は
之
を
全
く
自
由

と
す

べ
き
か
、
若
く

ば
多
少

の
張

農
地
自
治
管
理
論

第
四
十
六
智

三
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七
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制
を
加

ふ
べ
き

か
は
問
題

で
あ
る
が
、
斯

か
る
組
合

の
急

速
な
る
増
加
を
圓

っ
て
、
農

地
問
題

の
解
決
を
期

せ
ん
と
す
れ
ば
、
多
少

の
強
制

は
之
を
必
要

と
す

る
で
あ
ら
う
。

こ

の
限
度

は
、
か

の
米
穀
自
治
管

理
法

に
よ

る
米
穀
統
制
組
合

の
設
立

の
場
合

の
如
く

.
そ

の
設
立

に
は
共

の
地
暉
内

に
於

て
右

の
組
合
員

た
る
資
格
を
有
す

る
者

の
三
分

の
二
以
上

の
同
意

を
必
要

と
す

る
が
、

「
旦

そ
れ

が

設
立
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
地
陣
内

の
組
合
員

た
る
資
格
を
為
す

る
者

は
総

て
組
合
員

と
な

る
程
度

で
よ
ろ
し
か
ら
う
。
か
く
し

て

農

地
白

塗
管

理
組
版
n
は
原
則

と
し
て
組
合
随
域
内

の
全
耕

地
を
管
理
す

。へ
を

で
あ

る
。
ま
た
組

合
よ
り
耕

地
を
賃
借
ナ

る
も

の
は
、

紺
ム
問
員

拠
る
小
作
人

に
限

る
ナ」
L
焔
、
し
、
組

合
よ
り
耕

地
を
賃
借

し
て
小
作

す

る
も

の
は
、
そ

の
小
作

地
を
韓
貸
す

る
を
得
な

い
こ

と

㌧
し

て
、
組
合

の
耕

地
管
理
模
を
確
保
す

べ
き
で
あ
る
。
從

っ
て
組
合
員

た
る
小
作
者
か
ら
小
作
地
返
還

の
申

出

で
の
あ

っ
た
場

合

に
は

、
組
合

に
於

一、
組
合
員
中
か
ら
耕
作

希
望
者
を
中
出

で
し
め
、
各
希
望
者

の
家
族
員
鐵

、
耕
作
反
別

、
農
業
外
副
牧
人
等

を

参
酌

し
て
、
組
合

の
農

地
委
員
會

で
公
正
に
之

が
耕
作
者
を
決
定
す

べ
き
で
あ
る
。
即
ち
之

に
よ
っ
て
小
作
料

の
引
ま

や
耕
作

標

に

封

ず

る
代
償

の
支
携
な
く
し

て
、
各
組

合
員

の
た
め
共

の
家
族
勢
力

に
感

じ

て
耕

地
の
過
不
足
を
調
節
す

る
こ
と
が
出
来

る
。

三
、
小
作
料

の
改
訂

農

地
自
治
管

現
組

合
が
組
合
嚇
域
内

の
耕

地
を
管

理
す

る
に
際
し

て
は
、
先
づ
第

一
に
在
來

の
小
作

料
は

之
を
改
訂
す

る
必
要

が
あ

る
。

こ
の
小
作
料

の
改
定
は
、

二
簡

の
要
求

か
ら
促

さ
れ

る
。
鄙
ち
田
第

一
に
は
公
正
な

る
小
作
料

ま
た

は
相
常

な
る
小
作
料
を
實

現
す

る
意
味

よ
り

し
て
、
従
来

の
高
卒
航

る
小
作
料

は
幾
分

之
を
引

き
下
げ

て
、
小
作
人

の
生
活
を
安
定

せ
し
め

る
こ
と
よ
り
要
求

さ
れ

る
。
吻
第

二
に
在
來

の
契
約
小
作

料
は
相
當
古

く
設
定

さ
れ

、
從

っ
て
そ

の
契
約

の
時
代

と
各
個
人

の
契
約

事
情
と
を
異

に
す

る
關
係
上
、
同

一
魑
域
内

の
同

一
償
値

の
耕

地
に
あ
り

て
も

、
小
作
料
を
異

に
す

る
場

合
が
あ

る
。

同
じ

く
軒

を
列
ね

て
住
み
、
土
地
を
接

し

て
耕

し
な
が
ら

、
同

「
債
値

の
甲
地
と
乙
地
と
の
間

に
、
そ
の
小
作
料

に
關

し
利

・
不
利

の
差



が
あ
る

こ
き
は

、
耕
作

者
間

に
不
浦

の
念

を
起

さ
し
め
、
物
議

を
醸

す
因

と
な
る
。
さ
れ

ば
新

に
組

合
が
全
耕
地
を

一
手
で
管
理
す

る
以
上

、
個
人
聞

で
定

め
ら
れ
た
斯
か

る
無
統
制
な

る
偏

々
の
小
作
料

は
之

を
改
訂

し

て
、
耕

作
者

は
組
合
睡
域

内
な
ら
ば
何
庭

の

土
地

を
耕
す
も

、
小
作

料

に
關

し

て
は
利

・
不
利

の
な
.い
や
う

に
、
小
作
料

を
続
.制
す

る
こ
と
が
要
求

さ
れ

る
。
之
は
後
に
述

べ
る

耕
地

の
交
換
分

合
を
行

ふ
前
提
條
件

と
も
な

る
。

ω
第

一
に
公
正
な
る
小
作
料

は
、
組
合

の
農
地
委
員
會

に
於

て
、
(
イ
)
耕

地

の
生
産
力

(地
質
、
耕
地
の
乾
灘
、
日
照
の
良
否
)
、
(
ロ
)

水
利

の
便
否
、

(
ハ
)
農
家

よ
り

の
距
離

、

〔
一こ
風
水
害

そ

の
他
災
害

の
多
少

、
(
ホ
)
小
作
地

の
経
管

に
要
す

る
努
力
費
等
を
斟

酌
し

て
、
第

三
者

の
立
場

に
於

て
、
公
正

に
之
を
決
定
す

べ
ま
で
あ
る
。

働

こ
の
…場
合

、
農

地
委
員
會

は
組
合
固
域
内

の
全
耕

地

に
っ
崔

、
右

に
掲
げ

た
る
諸

事
悟

を
参
酌

し
て
、
各
耕

地

の
等
級
を
査

定

し
、
各
耕
地

の
眞
債

を
基
準

と
し

て
各
筆
毎

に
其

の
小
作
料

を
査
定
す

る
。
か
く

て
組

合
匝
域

内
の
各
筆
耕

地
闇

に
小
作
料

に
聞

す

る
利

・
不
利

の
な

い
や
う
工
夫
す

べ
き

で
あ
る
。

四
、
牧
穫

減
牧

の
場
合
に

於
け
る
小
作
料

の
減
免
査
定

農
地
自

治
管

理
組
合
を
設
立

し
、
小
作
料

の
改
訂
を
行

っ
た
後

に
於

て

も

、
風

水
害
、
清
麗
害

そ

の
他

の
不
可
抗
力

に
よ
っ
て
農

作
物
が
著

し
き
被
害
を
受
け
た
場

合

に
は
、
小
作
料

の
減

免
を
な
す
が
至

當

で
あ

ら
う
。
蓋

し
小
作
料

の
改
訂

に
際

し

、
作

柄

の
豊
凶
如
何

に
拘
ら
す

、
小
作

人
が
年

々

一
定
額

の
小
作
料
を
納
付

し
得

る
や

う

(所
謂
定
免
)
、
小
作
料

を
思
ひ
き

っ
て
引

き
下
げ

る
こ
と
は
困
難

で
あ
り
、

ま
た
現
在

の
我
国

の
小
作
人

の
資
力

か
ら
考

へ
、
假

令
か

」
る
程
度

に
ま

で
小
作
料
を
引

き
下
ぐ

る
も
、
甚
だ

し
き
凶
作

の
場
合

に
は
倫

ほ
減
免
を
な

さ
ざ

る
を
得

な

い
か
ら

で
あ

る
。

從

っ
て
凶
作

の
場

合
、

小
作
者

が
牧
穫
前

(
+
日
位
)
に
組
合

に
申
出

る
と
き
は
、

組

合

に
於

て
は
農

地
委
員

を
し
て
立
毛
を
検
見

せ

農
地
自
治
管
理
論

第
四
十
六
巻

三
九

第

[
號

三
九

3)こ の瓢 に就 い ては拙稿 、耕地管理組合 に就 いて(経 済論叢 、第 四十四春、第 五
號)参 照。



農
地
自
滑
管
理
論

第
四
+
六
巻

四
〇

第

一
號

四
〇

し
め

、
ま
た
必
要

の
場
合

に
は
坪
刈
を
行
は
し
め

て
、
減
発
率
を
公
正
に
決
定

す

べ
き
で
あ
る
。

こ

の
場
合

、
組
合

に
於

て
は
其

の

規
約

に
よ
り
豫

め
減
免
卒
を
確

定

し
お
き

、
農

地
委
員
會

よ
り
減
免
申
請
耕
地

の
實

牧
穫

に
聞

す
る
報
告
が
あ
れ

ば
、
組
合

で
は
右

の
減

免
率

に
基
き
機
械
的

に
減
免
額
を
決

定
し
得

る
や
う
用
意

し
て
お
く

こ
と
が
、
地
主

・小
作
者

の
協
調
を
圖

る
上

か
ら
も
必
要

で

あ

る
。
例

へ
ば
田

の
小
作
料

に

つ
い
'、
云

へ
ば
、

(イ
)
そ

の
田

の
反
當
り
牧
穫
高
が
反
當
り

小
作
料

に
何
斗

を
加

へ
た
額
以
下
に
減

牧
せ

」る
場
合

に
は
、
そ

の
差

額

の
何
割

を
減

免
す
る
と
か
、
(
・
)
或

は
共

の
田

の
反
當
り
救
護
高

が
反
當
り
小
作
料

に
何
斗
を
加

へ

鹿
瀬
以
下
に
減
牧

せ
る
規
烈
日
に
は

、
壮
ハ
の
差
額
を
減
発
す

る
と
か
、
減

発
」傘
を
確
定

し
置

く
べ
砦

で
あ
葡
。

こ
の
小
作
料
減
免
の
場

合

に
は
、

小
作
人

の
最
低
取
得
額
(例
ば
田
に
あ
り
て
は
反
當
り
六
斗
)
を
確
定
し

て
置
き
、

牧
穫
量
が
之

よ
り
少
な

い
と
き
は
・
小
作

料

は
之
を
全
免

と
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
、
小
作
人
を
保
護

す

る
や
う
工
夫
す

べ
き
で
あ

る
。
畑

地
に
就

い
て
も
同
様

で
あ

る
。

最
近
農
林
當
局
よ
り
螢
表

さ
れ
た

「
農
業
保
険
制
度
要
綱
」

に
よ
れ

ば
、
農
作
物

の
牧

穫
又
は
小
作
料

の
取
得

に
つ
き
保
険
を
な

し
得

る
こ
と

㌔
な

2

し
み
る
。
從

つ
'、
地
王

の
損
害
填
補

に
関
聯

す
る
地
主

・
小
作

人
闇

の
構
利
義

務

の
關
係

が
問
題
と
な

る
。
要

項
に
よ
れ

ば
、
地
主

が
損
害

の
填

補
を
受

け
た
と
き
は
、
共

の
額

に
相
當

す
る
部
分

の
支
彿

は
之
を
請

求
す

る
を
得

な
い
こ
と
」
し

て
み
る

の
は
當
然

で
あ
る
が

、
併

し
他
方

に
於
て
、
填
補

さ
れ
た
部
分

以
外

の
小
作

料

の
請
求

に
つ

い
て
は
、
小
作

人
と

の
間

の
権

利
義
務

に
攣
化
な
し

と
解
繹

さ
れ

る
の
で
あ
る
か

ら
、
少
く

と
も
形
式

は
地
主

の
取
得
す

る
小
作
料

に
つ
い
て
は
完
全
填

補

の
形

と

な
る
。

故
に
斯

か
る
不
合
理
を
除

く
た
め
、
農

地
自

治
管

理
組
合

で
は
小
作

人

の
減
免
請

求
灌
を
積
極
的

に
認
め
、
且
つ
上
述

の
如

き
小
作

人

の

「
最
低

取
得
額

」
を
確

定
し
、
小
作
人
が
保

険

に
よ

っ
て
損
害

の
填
補

を
受

く
る
も
、
組
合

に
封
ず
る
減
免
請
求
樺

蛇

に
最

低
取
得
額

の
保
障

は
之

が
た
め
毫
も
影
響
を
焚
く

る
こ
と
な
し
と
す

べ
き

で
あ
る
。



こ
の
減

免
に
よ

っ
て
生

じ
た

る
組
合

の
缺
損

は
、
耕
地
を
提

供

せ
る
地
主

の
負
櫓
と
す

る
を
至
當
と
す

る
。
併

し
此

の
場
合

、
各

地
主
を
個
別
的

に
考

へ
、
減

免

し
た
耕

地
の
地
主

に

の
み
之
を
負
捲

せ
し
め
る
と
き
は

、
動

も
す
れ

ば
従
来

の
地
主
封
小
作
人

の
直

接
關
係

を
想
起

せ
し
め
、
組

合

の
存
在
と
其

の
機
能

と
を
害
す

る
惧

が
あ
る
か
ら
、
減

免
額
は
耕
地
提
供
地
主

の
連

帯
賃
機
し
」
な
す

べ
き

で
あ

る
。

こ

の
連
帯
負
憺

卒
は
、
各
耕

地
提
供

地
主

の
賃
貸
料

(小
作
料
)
、

そ

の
提
供
耕

地

の
減
免
頻
繁
度

及
び
減
免
額
蓋
然

率
等

を
参
酌

し

て
之
を
決
定
す

べ
ぎ

で
あ

る
。

五

、
耕
地

の
交
換
分
合

農

地
自

治
管

理
組

合
を
設
立

し
、
既
述

の
如
く

、
そ

の
匠
域
内

に
於
け

る
耕

地

の
小
作
料
を
改
訂

す

る

と
聖
は
、
組
合
屑

た
る
耕

作
者

に
と
り
て
は

.
組
合
匠
域
内
な
ら

ば
御
慶

の
土
地
を
耕

す
も
、
小
作
料

に
聞

し
て
は
利

・
不
利

の
無

い

こ
と

Σ
な
ッ萄
,
か

鼠
る
前
提

の
下
に
於

て
、
組
合
員
闇

に
於
け

る
耕
地

の
交
換
分

合
が
始

め

て
行
は
れ
得

る
こ
と

」
数
る
。
而

し

て
こ

の
耕

地
の
交
換
分

合

は
、
耕
地

の
生
産
力
を
塘
進
ず

る
や
う
、
次

の
見
地
か
ら
行

ふ
べ
き
で
あ

る
。

ω
各

組
合
員

は
成

る

べ
く
自
家
附

近

の
耕

作
上
便
利

な
土
地
を
小
作
し

て
、
耕

地

へ
の
往
復
時
間
を
節
約

す

る
。

②
各

小
作
人

の
耕

地
は
成

る
べ
く
之

を
薬
圃
化
し

、
機

械
化
そ

の
他

に
よ

っ
て
作
業

能
率

の
増
進

を
間

る
。

偶
我
国
農
村

に
於
け

る
農
家

の
密
居
状
態

よ
り
考

へ
、
凡
て
の
組
合
員

に
針

し
、
そ

の
住
家
附
近

に
其

の
耕

地
を
凡
て
菜
園
化

せ

し
め

る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。
併

し
こ

の
揚
.合

に
於

て
も

、
自
家

よ
り
相
等
遠
方

に
あ
る
耕

地
に
針

し

て
は

、

一
家
族
員

の

一
日

の

榮

働
力
を
充
分

に
利

用
し
得

る
限
度

に
そ

の
耕

地
を
集
團

化
し
、
そ

の
作
業
能
率
を
高
め

る
や
う
圖

る
。

然

る
に
現
在

の
,我
国

の
耕

地
は
甚
だ
し
き
分
散
散
鮨

を
示
し
て
み
る
。
即
ち
水

田
に
あ
り

て
は
其

の

一
筆

の
平
均
面
積

は
大
敵

二

〇
歩

に
し
て
、
五
畝
以
下

の
も

の
が
全

数

の
五

二
%
を
占
め
、
畑
に
あ
り
て
は
其

の

一
筆

の
李
均
面
積

は
五
畝

二

一
歩

に
し
て
、

農
地
自
治
管
理
諭

第
四
+
六
巻

四

「

第

一
號

聖



農
地
自
治
管
理
論

第

四
+
六
巷

四
二

第

皿
號

四

二

の

「
反
歩
以
下

の
も

の
が
全

数

の
七
四
%
を
占
め

て
み
る
。
而

し
て
我
国
農
家

一
戸
當
り

の
李
均
耕
作
面
積

は
、
田
五
反
七
畝
、
畑
五

反

二
四
歩

、
計

一
町
七
畝

二
四
歩

(昭
和

一
〇
年
)
で
あ

る
か
ら
、
こ

の
田
畑

が
右

一
筆

の
李
均
面
積

に
均

し
き
各
筆

の
耕
地
よ
り
な

る
も

の
と
す
れ

ば
、
我
国
農
家

は
李
均

八

・
五
筆

の
田
と
八

・
九
筆

の
畑

と
を
耕
作

し
て
み

る
こ
と
』
な

る
。

こ
れ

に
よ
っ
て
我
国

の
各
農
家

の
耕
地

が
如
何

に
分

散

し
て
み
る
か

Ψ
明
か
で
あ

る
。

さ
れ

ば
各
農
家

の
耕

地
を
集
團
化

し
、

そ

の
作
業

能
力

を
高

め
る

必
要

が
痛
感

さ
れ

る
。

然

る
に
我
国

に
於
て
實

施

さ
れ

つ
』
あ
る
自
作
農
創
設
事
業

に
於

て
は
.
小
作
人
を
し
て
そ

の
現
に
小
作

し

つ
」
あ

る
耕

地
を
地

主

よ
り
購
入

せ
し
め

る
こ
と
を
原
則

と
す

る
。
從

っ
て
之

に
よ

っ
て
從
來

の
小
作

人
が
自
作
農
と
な

っ
て
も

、
そ
の
自
作

田
畑

は
依

然

と
し

て
、
從
來
通
り

の
分
散
欺
態
を

呈
す

る
で
あ
ら
う
。
從

っ
て
今

日
の
自
作
農
創
設
事
業
は
耕

地

の
集
團
化
に
よ

っ
て
、
そ

の

生
産

力

の
増
進
を
岡

る
こ
と
は
之

を
念

頭

に
置

い
て
み
な

い
。
然

る
に
私

の
提
案
す

る
農

地
自
治
管
理
組

合
に
於
て
は

、
耕

地

の
集

團

化
を
行

ふ
可
能
性
が
與

へ
ら
れ

る
か
ら

、
こ
れ
を
基
礎
と

し
て
自

作
農
創
設
事
業
を
行

ふ
と
き
は
、
該

事
業

に
封

し
耕
地

の
生
産

力
を
増
進

す

る
と

い
ふ
積

極
性

と
進
歩
性

ど
を
與

へ
る
こ
と
が
出
來

る
。

六

、
■自
作
農

地

の
創
設
維
持

農
地
自
治
管

理
組
合

は
組
合
擁
域

内

に
於
け

る
耕

地
を
管
理
す

る
こ
と
を
目
的
と
す

る
も

の
で
あ

る
が
、
組
合

に
耕

地
を
提

供
せ
る
地
主

が
其

の
耕

地
を
他
に
費
卸

せ
ん
と
す

る
場
合

に
は
.
既
述

の
如

く
、
組
合

に
之

が
先
買
橿

を
認

め

る
こ
と

」
し
、
之
を

一
旦
組
合

に
購
入
し
て
、
適
當

の
時
期

に
之

を
現
在

の
小
作
者

に
購
入
債

格
を
以

て
責
却
す

る
か
、
若

く
ば

組

合
員

た

る
地
主
よ
り
組

合
員
た

る
小
作
者
を
し

て
直

接
こ
れ
を
購
入

せ
し
む

べ
き
で
あ
る
。
後
者

の
場
合

に
は
組
合

が
仲
介

者
と

な

っ
て
、
小
作

人
が
公
正

な
る
債

格
を
以

て
耕

地
を
購

入
し
得

る
や
う
斡
旋

の
勢
を

と
る
べ
き

で
あ
る
。

か
く

し
て
耕

地
が
村

外
若

4)田 中真表 氏、農業土 木學 。我 國の耕 地分散WYE17=就 いては、帝國 農會 、耕地分
散 に騙 す る調査.(昭和+二 年 九 月)参 照。



く

ば
非
農
業
者

に
鯨
出
す

る
こ
と
は
之
を
防

止
す

べ
き

で
あ

る
。

ま
た
更
に
進

で
村
外
地
主
(
不
在
地
主
)
の
持
つ
耕
地

は
漸
次
之

を

組

瓜
口
に
購
入

し
て
、
農
村

へ
の
自
治
的
耕

地
の
還
元
を
岡
り

、
以

て
自
作
農

の
創
設

に
努
む

べ
き
で
あ

る
。

更
に
鑑

自
治
算

輿

、
は
、
奨

.・貝
た
る
俸

農

の
た
め
に
も
其

の
自
作
地
の
維
持
乃
審

理
を
刷
る
べ
き
で
あ
る
・
思
ふ
に

従
来
津

農
た
り
し
嘉

、
昭
摺

.
五
年
来
の
肇

恐
慌
に
よ
っ
て
打
肇

う
け
て
、
小
作
農
に
駕

し
た
る
も
の
が
少

く
ぼ
な

い
。
紫

の
髪

.
、
窮
ラ
幅し
た
n
作
農
の
議

し
た
.・
耕
地
糞

馨

以
外

の
人

・
に
焚

・
れ
・
・
と
産

つ
書

票

鍔

て

多

い
。

高
野
麸

氏
が
秋
田
縣
の
搾

農
業

帯

に
於
け
る
耕
地
の
農
村
逃
散
を
調
査

て
、
「
整

髪

の
奏

す
る
耕
地
の
所

有
穫

、
大
方
は
町
場
窪

の
轟

舞

、
銀
行
、
酒
馨

々
嚢

併
さ
空

行
ま
、
從
2

喪

だ

は
嘉

が
ら
の
田
畑
が
現
存

し
て
も
、
募

魔

赫

な
尭

は
農
村
か
ら
都
市

へ
、
町
場

へ
と
逃
散
鼠

、
あ

る
。
-二
慧

的
破
綻

の
萱

・
耕
地
の
費
却
姦

儀
な
く
さ
れ
る
農
養

は
、
耕
地
の
峯

が
斯
る
自
作
地
築

を
寓

す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
.
例
令
斯
る
繋

醤

却

す
れ
ば
五
〇
〇
圓
位
の
高
値
最

引
さ
れ
・
と
し
て
も
、
薦
め
に
土
地
を
離
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
・
寧
ろ

一
五
〇
圓
以
上
の
安

蝶

、も
、変

に
雀

の
出
来
・
買
手
藻

・
ね
ば
な
ら
な
い
。
か

島

關
係
で
町
場
の
人
に
買
手
集

め
る
こ

と
が
得
讐

な
っ
て

く

る
。
」
斯
く

の
如
き
理
由

か
ら
耕

地
所

有
が
都
市

へ
流

出
す
る

こ
と

㌧
な

る
の
は
、
ひ
と
り
秋
田
縣

の
み

に
限
ら

な

い
で
あ

ら
う
。

か

㌧
る
場
ム、
ζ

」
そ
、
私
の
提
唱
す
る
曲爺

自
治
箪

組
合
が
大

い
に
活
動
す

べ
き
宥あ

・
。
留

組
合
は

・
の
場
合
・
公
正
な

。
幕

を
以

て
窮
乏
。
瀕

芸

搾

農
や
ら

蒔

共

の
耕
地
を
粗
食

購
入
す
・
.
斯

く
し
て
馨

奮

有
す
る
こ
と
溢

つ
た
耕

地
は
、
そ
の
ま

㌧
元
の
津

農
に
公
正
な
・
小
作
料
を
以
て
小
作
せ
し
め
る
。
謹

此
の
新
講

入
の
謄

は
・
漿

葵

債
讐

以
て
窒

た
。
元

の
自
作
農
が
蔑

し
得
・
や
・
契
約
を
芒

置
き
、
そ
の
暑

に
・
つ
て
再
び
元
の
葎

農
に
立
ち
戻
露

を
開

農
地
自
治
鐘

論

第
四
+
六
巻

四
三

笙

號

四
三
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四
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い
て
置
く

こ
と

」
す

る
。

一
般

に
農
民

の
耕

地
購
入

と
、
共

の
之

を
手
離
す
歌
況

と
を
観
察
す

る
に
、
農
民
が
耕

地
を
購
入
す

る
の
は
、
農
産
物
債
格
が
上

昇

し
、
そ

の
牧

人
が
増
加
す

る
場
合

で
あ
り
、
從

っ
て
購
入
す

る
農
地

の
便

格
は
高

い
。
然

る
に
農

民
が
共

の
所

有
す

る
耕
地
を
手

離

す

の
は
、
農
産
物
債
格
が
暴
落
し

て
窮

乏
に
瀕

し
た
場
合

で
あ
り

、
從

っ
て
賞
卸
す

る
耕

地

の
債
格

は
甚
だ
低

い
。

さ
れ

ば
農

民

は
耕

地
を
高
く
買

っ
て
は
、
之
を
安
く
費

る
こ
と

」
な
る
。
斯
く

て
ひ
と
り
金
融
業
者

や
土
地
費
買
業
者

の
み
を
利
す

る
結

果
と
な

つ
田電
⇔

臣
㌦
5
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と
き
、
私
は
農
民

の
た
め
に
悲
し
ま
ざ

る
を
得
な

い
。

然

る
に
農

地
自
治
管
理
組

合
を
設
立
す

る
と
き

は
、
か

、
る
弊
害

を
除
去

し
、
自
作
農
民

の
利
益

の
た
め

に
其

の
耕

地
を
管
理
す

る
こ
と
が
可
能

と
な

る
。
最
早
や
農
民
は
從
來

の
如
く
、
安
く
耕

地
を
責

っ
て
は
、
之
を
高
く
買
戻
す

必
要
が
な
く
な
る
。

然

ら

ば
農

地
自
治
管

理
組
合
が
、
自
作
農

地

の
創
設
維

持
を
行

ふ
た
め
に
要
す

る
資
金
は
之

を
如
何

に
し

て
調
達
す

べ
き
で
あ
る

か
。

こ
れ

に
は
次

の
二
方
法

が
考

へ
ら
れ

る
。
ω

先
づ
第

一
に
は
各
村

々
の
農

地
自
治
管

理
組
合
を

以
て
、
全
国

的
聯
合
會

を
組
織

し
、
此

の
聯

合
會

に
債
舞
を
磯
行

せ
し
め
、
之
に
よ

っ
て
長
期
資
金

の
調
達

を
圖
ら
し

め
る
こ
と
で
あ
る
。
吻
第

二
に
は
農
林
省

が

自
作
農

創
設
維
持
事
業
資
金

を
農
地
自
治
管
理
組

合

に
も

、
貸
付
す

る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ

は
先
般
行

は
れ
た
自

作
農
創

設
維
持
補

助
規
則

の
改

正
に
よ

っ
て
、
農
林
省

は

「
市
町
村
共

の
他
農
林
大
臣

の
通
常
と
認
む
る
團
盟
が
、
自
作
農

の
創
設

の
爲

に
行

ふ
土
地

の
購
入

又
は
未
墾

地

の
開
磯

に
必
要
な

る
資
金

の
貸
付
」

を
行

ひ
得

る
こ
と

」
な

っ
た

か
ら
、
農
林
大
臣
が
適
當

と
認
め

る
限
り

、

農

地
自

治
管

理
組
合

も
資
金
を
借
入
れ
得

る
筈

で
あ
る
。
從

っ
て
前
者

の
方

法
よ
り
も
後
者

の
方

が
便
宜

で
あ
ら
う
。



七
、
其
の
他
の
事
業

農
地
自
治
管
理
組
合
の
行
ふ
べ
き
共
の
他

の
事
業
に
は
左
の
如
き
も
の
が
あ
る
。

ω
備
凶
積
立

農
地
自
治
管
理
組
合
は
組
合
の
経
費
に
嘗
て
る
た
め
、
組
合
員
た
る
地
主
及
び
耕
作
者
よ
り
手
敬
料
と
し
て
年

々

若
干
の
金
鏝
又
は
現
物
を
徴
牧
す
る
。
例

へ
ば
小
作
料

一
石
に
つ
き
地
主
二
升
、
耕
作
者

一
升
五
合

の
如
し
。
而
し
て
此
の
徴
牧
金

額
よ
り
、
組
合
の
経
費
を
差
引
き
た
る
礎
額
は
之
を
組
合
に
螢
立
て
、
凶
作
ま
た
は
其

の
他
組
合
員

の
災
害

に
封
ず
る
共
済
金
に
あ

て
、
以
て
組
合
員
、闇

の
相
互
扶
助
の
妙
味
を
獲
探
せ
し
め
る
。

ω
共
同
経
螢

組
合
員

の
各
自

の
耕
作
は
個
人
維
螢
に
よ
る
を
原
則
と
す
る
が
、
必
要
な
る
場
合
に
は
共
同
耕
作
を
も
行

ふ
べ
き

で
あ
る
。
例

へ
ば
今
回
の
事
墾

の
場
合
に
於
け
る
が
如
く
、
農
村
よ
り
多
く

の
懸
召
昔
を
出
し
、
農
村
に
於
て
勢
働
力

の
不
足
を
訴

・画
る
が
如
磯
際
に
は
.
北
ハ同
耕
作
を
行
っ
て
勢
力

の
簡
約
を
闘
る
べ
噌
で
あ
る
.
而
し
て
勝
地
自
治
管
理
組
合

の
設
立
に
よ
っ
て
、

耕
地
の
集
團
化
が
行
は
れ
る
か
ら
、
共
同
維
螢
や
農
業
機
械
化
を
行
ふ
前
提
條
件
も
與

へ
ら
れ
る
。
ま
た
必
要
な
る
場
合
に
は
、
農

地
自
治
管
理
組
合
は
慮
召
者

の
耕
地
を

一
時
管
理
し
て
、
そ
の
不
在
中
に
於
け
る
耕
作
椹
を
擁
護
す
る
こ
と
も
出
來

る
。

四

以
上
に
よ
つ
て
私
の
提
唱
せ
ん
と
す
る
農
地
自
治
管
理
組
合
の
組
織
及
び
機
能

の
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
明
に
し
た
。
こ
の

農
地
自
治
管
理
組
合
は
超
階
級
的
な
る
第
三
者

の
立
場
か
ら
地
主

・
小
作
音
聞

の
問
題
を
公
正
に
解
決
し
、
併
せ
て
自
作
農

の
創
設

維
持
を
岡
る
協
調
的
組
織
で
あ
り
、
し
か
も
農
地
生
産
力

の
檜
進
を
目
標
に
置
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
私
は
地
主

・
小
作
人

の
間
の
互
譲
相
助
の
精
神
の
必
要
な
る
こ
と
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
併
し
私
と
て
も
、
斯
か
る
農
地
自
治
管
理
組
合
が
軍
な

る
地
主

.
小
作
人
の
間

の
互
譲
相
助
の
精
神

の
み
に
よ
っ
て
圓
滑
に

共
の
機
能
を
蛮
挿
し

得
る
も
の
と
考

へ
る
程
、

こ
の
互
譲
相

助
の
精
神
を
過
大
に
評
債
し
て
は
み
な

い
。
從
っ
て
こ
の
場
合
に
於
て
も
、
か
の
米
穀
自
治
管
理
法
に
封
鷹
せ
し
め
る
に
米
穀
統
制

法
を
以
て
せ
る
が
如
く
、
農
地
自
治
管
理
組
合
に
封
慰
せ
し
め
る
に
は
、
国
家

の
農
地
法
そ
の
他
の
農
地
に
關
す
る
立
法
を
以
て
し

接
地
自
治
管
理
論

第
四
+
六
巷

四
五

笙

號
画

四
五



農
地
自
治
管
理
論

第
四
十
六
巷

四
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號

四
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な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考

へ
る
。

こ
の
場
合
、
藪
に
提
唱
し
た
農
地
自
治
管
理
組
合
を
活
用
す
る
た
め
に
は
、
國
家

の
制
定
す
る
農
地

法
に
於
て
少
く
と
も
左
の
如
き
事
項
を
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
帥
ち

qゆ
農
地
自
治
管
理
組
合

の
耕
地
管
理
構
を
或
る
程
度
ま
で
確
立
す
る
こ
と
。

②
農
地
自
治
管
理
組
合
に
組
合
協
域
内

の
耕
地
を
先
買
す
る
櫨
利
を
與

へ
る
こ
と
。
從
っ
て
或
る
程
度
ま
で
耕
地
の
費
買
は
之
を

制
限
す
べ
き
で
あ
る
。
即
ち
土
地
仲
買
人

(ブ
・
ー
ヵ
↓

や
農
民
に
非
ざ
る
者
が
軍
純
な
る
投
資
の
目
的
を
以
て
耕
地
を
購
入
す
る

の

こ
と
は
之

を
制
限

し
、
農

地
自

治
管
理
組
合

に
、
そ

の
臓
域
内

の
耕

地

に
封
ず
る
先
買
槽

を
認
む

べ
音

で
あ
る
。
蓋

し
元
來
農

民
に

と

っ
て
は
耕

地
は
勢
働

の
対
象

で
あ
り

、
且

つ
生
活

の
根
糠

で
あ

る
か
ら

、
耕

地
が
投
機

的
費
買

の
目
的
物

と
な
る
こ
と
は
、
望

ま

し
く
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。

㈹
農

地
自
治
管
理
組
合

に
射

し
て
は

.
自
作
農
創
設
維
持

を
間

る
た
め

に
要
す

る
資
金

は
之
を
國
家

よ
り
融
通
す

る
こ
と
。

④
今

日
に
於
て
も
産
業
組
合
組
織

た

る
土
地
利

用
組
合

、
若
く

ば
申
合
組
合
組
織

た
る
耕
地
管
理
組

合
に
よ

っ
て
、
耕

地
管

理
事

業

を
行

っ
て
み
る
も

の
が
和
當

の
敬

に
上

る
か
ら

、
此
等

の
組
合

に
は
、
農
地
自

治
管

理
組
合

の
代

行
機
關
た

る
資
格
を
認
め

る
こ

と
。今

や
我
国

に
於

て
は
農

地
問
題
を
解
決
す

べ
き
要
望

が
甚

だ
熾
烈

で
あ

る
。

こ
の
解
決
策

と
し
て
大
規
模

な
る
自
作
農
創

設
、
小

作
法

の
制
定

、
こ

の
両
者

を
包
撮
す

る
農

地
法
案
等

が
提
唱

さ
れ

て
る

る
。
蕪
に
提

唱
し
た
農

地
自
治
管
理
組
合
案
も
ま
た
農
地
問

題
解
決

の

「
方

法
た

る
で
あ
ら

う
。
農
地
問
題
は
農
業

政
策

上
最
も
重
大

な

る
問

題

で
あ

る
か
ら

、
此
等

の
提
案

が
充
分

に
吟
味
検

討

さ
れ

、
各
提
案

の
持

つ
夫

々
の
長
所

が
取
り
・ぺ
れ

ら
れ

て
、
最
善

の
農

地
政
策

が
確

立

せ
ら
れ

る
こ
と
を
私

は
切
望

し
て
や
ま
な

い
次
第

で
あ
る
。

(昭
和
+
二
年
+

「
月
三
+
日
)
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